
R7.4.1～ 

 

「しあわせのいえ」自由利用枠について 
 

１ 目的、趣旨 

 しあわせのいえ開館日のうち、第４土曜日を対象に、しあわせのいえ無料利用日を設け、

子どもから、子育て世代、祖父母世代まで、誰もが気軽に利用でき、多世代間におけるふ

れあい・つながりの促進を図ります。 

 

２ 利用条件 

(1) 内容：多世代の交流や親睦が図れ、コミュニティ作りにつながる活動 

※参加者を広く募り、不特定多数が集まるものに限る 

(2) 対象：利用実施主体は、県内の子育て・孫育て当事者によるグループや多世代の交

流・支援活動に取り組む団体等とし、次の条件を満たすものとする。 

・複数人で構成されたグループ、団体等 

・法人格の有無は不問とする。ただし、宗教・政治活動を目的とした団体等

は対象としない 

 (3) 共通事項： 

      ・企画の主催者は利用団体等とし、企画から運営まで主催者が行うこと 

・企画の参加費等について、参加しやすい価格帯とすること 

       ※営利目的での利用は不可。 

 ※飲食物等の物販も原則可能。応相談。 

・しあわせのいえチラシ等での広報支援の利用が可能 

 

３ 利用枠について 

(1) 申込枠：第４土曜日/１組 ※申込者につき、年度内３回を上限 

(2) 場所：１Ｆホールまたは２Ｆ親子ホール(1団体１室) 

(3) 時間：９時～１７時（準備・片付けを含む） 

 

４ 利用方法 

 (1) 申込書の提出 

  しあわせのいえ自由利用枠の申込をしようとする場合、別紙様式１しあわせのいえ 

自由利用枠申込書を提出し、承認を得ること。（利用希望日が競合した場合、申込書の 

到着日が早いものを優先）※申請書は施設の利用を開始しようとする日の６か月前から受付 

 (2) その他 

  ここに定めるもののほか、しあわせのいえの利用等について必要な事項は、しあわせ 

のいえ管理規定のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙様式１） 

 

しあわせのいえ自由利用枠申込書 
 

 

                               年   月   日 

 

 

 しあわせのいえ館長 様 

 

 

              申込者 所 在 地 

                  氏 名 

                 （法人にあっては名称及び代表者氏名）        

                  電 話 番 号 

 

 

 次のとおり企画の申込をします。 

 

申込企画 ☑しあわせのいえ自由利用枠 

利用の部屋 
□１Ｆホール 

□２Ｆ親子ホール 

企画内容 
 

希望日時 

 

令和  年   月   日    時 ～    時 

   ※毎月第４土曜日限定 

 

参加人数(見込み) 
 

広報支援申込み 
 

□ＳＮＳ  □チラシ  □その他 
※申請のタイミングやスペースの都合上、掲載できない場合もございます。 

 


